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議案第24号

秋田市雄和ふるさとセンター管理運営規則を廃止する件

秋田市雄和ふるさとセンター管理運営規則を次のように廃止する。

平成25年９月25日提出

秋田市教育委員会

委員長 進 藤 光 子

秋田市雄和ふるさとセンター管理運営規則を廃止する規則

秋田市雄和ふるさとセンター管理運営規則（平成19年秋田市教委規則第

11号）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成25年10月１日から施行する。

提案理由

雄和ふるさとセンターの廃止に伴い、この規則を廃止しようとするもの

である。
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議案第25号

秋田市河辺農林漁業資料館管理運営規則を廃止する件

秋田市河辺農林漁業資料館管理運営規則を次のように廃止する。

平成25年９月25日提出

秋田市教育委員会

委員長 進 藤 光 子

秋田市河辺農林漁業資料館管理運営規則を廃止する規則

秋田市河辺農林漁業資料館管理運営規則（平成16年秋田市教委規則第22

号）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成25年10月１日から施行する。

提案理由

河辺農林漁業資料館の廃止に伴い、この規則を廃止しようとするもので

ある。
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議案第26号

秋田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する件

秋田市教育委員会行政組織規則の一部を次のように改正する。

平成25年９月25日提出

秋田市教育委員会

委員長 進 藤 光 子

秋田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則

秋田市教育委員会行政組織規則（平成３年秋田市教委規則第１号）の一

部を次のように改正する。

目次中「第26条の３」を「第26条」に改める。

第８条第３項中第９号および第10号を削り、第11号を第９号とし、第12

号を第10号とし、第13号を第11号とする。

第26条の２および第26条の３を削る。

第27条第１項の表第３号中「河辺農林漁業資料館」を削り、同表第４号

中「雄和ふるさとセンター」を削る。

附 則

この規則は、平成25年10月１日から施行する。

提案理由

雄和ふるさとセンターおよび河辺農林漁業資料館の廃止に伴い、規定を

整備するため、改正しようとするものである。


